
議案第 12 号

令和 4 年度さくら市一般会計予算

令和 4 年度さくら市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 195 億 5 千万円と定

める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳

入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債

務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負

担行為」による。

（地方債）

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地

方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第

3 表 地方債」による。

（一時借入金）

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、 5 億円と定める。

（歳出予算の流用）

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。

（ 1）各項に計上した報酬、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用。

令和 4 年 2 月 24 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志











第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単 位 ： 千 円 )

事 項 期 間 限 度 額

広 島 平 和 記 念 式 典 中 学 生 派 遣

事 業

令 和 4 年 度 か ら

令 和 5 年 度 ま で
1 , 0 9 0

地 域 公 共 交 通 策 定 調 査 業 務 委

託

令 和 4 年 度 か ら

令 和 5 年 度 ま で
3 , 5 3 1

特 別 企 画 展 開 催 事 業 （ 3 0 周 年

記 念 S A K U R A 展 開 催 ）

令 和 4 年 度 か ら

令 和 5 年 度 ま で
2 , 5 0 0



第3表　地方債

（単位：千円）

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償還の方法

臨時財政対策債 750,000 
普通貸借
又　　は
証券発行

　年利 4.0%以内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては当該見直し後
の利率とする。）

　政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合にはそ
の債権者と協定す
るものによる。た
だし、市財政の都
合により据置期間
及び償還期限を延
長し、短縮し、若
しくは繰上償還、
又は借換えするこ
とができる。

保育施設整備事業費 33,900 同 上 同 上 同 上

農道整備事業費 41,300 同 上 同 上 同 上

急傾斜地崩壊対策事業費 10,600 同 上 同 上 同 上

市道整備事業費 370,300 同 上 同 上 同 上

都市公園施設更新事業費 13,500 同 上 同 上 同 上

勝山公園整備事業費 9,000 同 上 同 上 同 上

お丸山整備事業費 56,100 同 上 同 上 同 上

消防ポンプ自動車整備事
業費

15,300 同 上 同 上 同 上

B&G海洋センター改修事
業費

12,400 同 上 同 上 同 上

喜連川小屋内運動場改修
事業費

12,500 同 上 同 上 同 上

さくら市ミュージアム改
修事業費

22,400 同 上 同 上 同 上

お丸山公園等再生計画事
業費

9,100 同 上 同 上 同 上





令和4年度

さくら市一般会計予算に関する説明書










































































